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１ 期     日  平成２９年６月２２日（木）

２ 場     所  教育委員会室

３ 開     会 午後２時００分

４ 出 席 委 員 委 員 長   大 谷 幸 男

委員長職務代理者      石 田 有 世

委 員          平 澤 奈 古

委 員          野 上 武 利

委 員          武 田 ちあき

教  育   長      稲 葉 康 久

５ 議場に出席した者

           副教育長              細 田 眞由美

理事            久保田  章 

管理部長              矢 部  武 

学校教育部長            平 沼  智

生涯学習部長            竹 居 秀 子

中央図書館長            利根川 雅 樹

管理部参事兼教育総務課長      西 林 正 文

学校教育部参事兼教職員人事課長   渡 邉 祐 子

学校教育部参事兼教育研究所長    千 葉  裕

学校教育部参事兼舘岩少年自然の家所長   髙 後  仁

           健康教育課長            山 本 高 弘

           生涯学習振興課長          栁 田 正 明

           青少年宇宙科学館長         井 出 浩 史

           博物館長              青 木 文 彦

           うらわ美術館副館長         森 山 日登美

           管理課長              酒 井 雅 之

           北図書館長             長 嶋  寿 

６ 会議録署名委員  石 田 有 世 
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７ 議事等の概要 

大谷委員長 

書記 

大谷委員長 

各委員 

大谷委員長 

大谷委員長 

それでは、ただいまから教育委員会会議を開会いたします。

本日は、傍聴を希望する方は、いらっしゃいますか。

１名いらっしゃいます。

本日は、会議の傍聴を希望する方がいらっしゃいますが、許可し

てよろしいでしょうか。

＜異議なし＞

それでは、傍聴を許可します。

＜傍聴人入室＞

本日の会議録の署名委員は、石田委員にお願いいたします。

ここで教育長から発言があります。

教育長 本日の会議に、議案第８８号「赤城少年自然の家解体工事請負契約

について」及び議案第８９号「さいたま市教育委員会事務局及び教

育機関の課長（課長相当職を含む。）以上の人事について」を追加

提出いたします。

大谷委員長 本日の議案のうち、議案第７８号から８７号、８９号、報告第５号

は人事案件、議案第８８号は議会に係る案件であることから非公開

とすることをお諮りしたいと思いますが、委員の皆さんいかがでし

ょうか。

各委員 

大谷委員長 

＜異議なし＞

それでは、出席委員全員の賛成をいただきましたので、ただ今申し

上げました議案は非公開といたします。

本日の会議の順番ですが、公開であります議案第７５号から７７

号、非公開議案であります議案第７８号から８８号、報告第５号、

議案第８９号の順に審議を行うことといたします。

議案第７５号 さいたま市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則について

議案第７６号 さいたま市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について

議案第７７号 市長と教育委員会との地方自治法第１８０条の２及び第１８０条の
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７の規定に基づく協議の一部を改正する協議について

大谷委員長 

教育総務課長 

大谷委員長 

教育総務課長 

それでは、議案第７５号から７７号までにつきましては、関連があ

りますので一括して事務局から説明をお願いします。

議案第７５号から７７号までを、一括して説明いたします。 

 まず、議案第７５号「さいたま市教育委員会公告式規則の一部を改

正する規則について」及び第７６号「さいたま市教育委員会公印規則

の一部を改正する規則について」は、平成２７年４月１日施行の地方

教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、従来の「委

員長」を廃して「教育長」に１本化するのに伴う改正でございます。

大半の規則につきましては、経過措置を設けて改正済みであります

が、今回残りの規則について改正を行うものです。 

それでは、議案書をお開きください。さいたま市教育委員会公告式

規則の一部を改正する規則の新旧対照表です。右側が改正前、左側が

改正後になります。教育委員会規則等を公布するに際して、改正前は

教育委員会の代表者として「委員長が署名押印する」と定めていたも

のを、「教育長が署名押印する」に改めるものでございます。施行日

は新教育委員会制度が始まる６月２８日とします。 

続いて、さいたま市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の新

旧対照表でございます。委員長職が無くなることに伴い、「委員長印」

及び「委員長職務代理者印」を廃止するものです。施行日は同様に６

月２８日です。 

最後に、議案第７７号「市長と教育委員会との地方自治法第１８０

条の２及び第１８０条の７の規定に基づく協議の一部を改正する協

議について」ですが、これは「新教育長」の身分が完全な特別職とな

るため、予算の執行や契約締結などの市長の権限に属する事務の補助

執行を行うことができなくなります。このため、現教育長が市長部局

の局長と同じ権限で処理していた補助執行に係る事務を、副教育長に

処理させるために改正の協議を市長に依頼するものです。 

効力発効日は６月２８日としていただく予定です。 

 地教行法の改正があり、さいたま市はこれまで経過措置をとってき

ましたが、今回は改正された地教行法に沿った規則を定めようという

解釈でよろしいでしょうか。

はい、そのとおりです。重ねて説明いたしますと、今回の規則の改

正につきましては、地教行法の改正に伴うものでございます。６月２

８日から新教育委員会制度が適用となり、委員長職が教育長職に一本
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大谷委員長 

各委員 

大谷委員長 

化されますので、署名押印の変更や公印の廃止を行います。

また、今までの教育長は二つの身分がありまして、教育長として常

勤の「一般職」という身分と、教育委員として「特別職」の身分があ

りました。今までは常勤の「一般職」である教育長として、市長の権

限に属する事務については、他局の局長が行っている事務を行うこと

ができましたが、今回からは完全な常勤の「特別職」となり、今まで

教育長が行ってきた事務ができなくなりますので、市長との協議を依

頼するということでございます。

それでは、皆さんも御理解いただけたと思いますので、議案第７５

号から７７号を一括して原案のとおりとしてよろしいですか。

＜異議なし＞

出席委員全員の賛成により、議案第７５号から７７号は原案のとお

り可決されました。

傍聴の方に申し上げます。先ほど決まりましたとおり、ここから

の審議につきましては、非公開となりますので、御退室ください。

 ＜傍聴人退室＞

議案第７８号 さいたま市学校結核対策委員会委員の委嘱及び任命について

＜非公開案件につき内容は省略＞

＜議案は原案どおり可決＞

議案第７９号 さいたま市学校災害救済給付金審査委員会委員の委嘱及び任命につ

       いて

＜非公開案件につき内容は省略＞

＜議案は原案どおり可決＞

議案第８０号 さいたま市立教育研究所運営委員会委員の委嘱及び任命について

＜非公開案件につき内容は省略＞

＜議案は原案どおり可決＞

議案第８１号 さいたま市社会教育委員の委嘱について

＜非公開案件につき内容は省略＞
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＜議案は原案どおり可決＞

議案第８２号 さいたま市青少年宇宙科学館運営委員会委員の任命について

＜非公開案件につき内容は省略＞

＜議案は原案どおり可決＞

議案第８３号 さいたま市博物館協議会委員の任命について

＜非公開案件につき内容は省略＞

＜議案は原案どおり可決＞

議案第８４号 うらわ美術館協議会委員の委嘱及び任命について

＜非公開案件につき内容は省略＞

＜議案は原案どおり可決＞

議案第８５号 さいたま市美術品等選考評価委員会委員の委嘱について

＜非公開案件につき内容は省略＞

＜議案は原案どおり可決＞

議案第８６号 さいたま市図書館協議会委員の任命について

＜非公開案件につき内容は省略＞

＜議案は原案どおり可決＞

議案第８７号 さいたま市立視聴覚ライブラリー運営委員会委員の任命について

＜非公開案件につき内容は省略＞

＜議案は原案どおり可決＞

議案第８８号 赤城少年自然の家解体工事請負契約について

＜非公開案件につき内容は省略＞

＜議案は原案どおり可決＞

報告第５号 さいたま市教職員の人事について
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 ＜非公開案件につき内容は省略＞

議案第８９号 さいたま市教育委員会事務局及び教育機関の課長（課長相当職を含

む。）以上の人事について

＜非公開案件につき内容は省略＞

＜議案は原案どおり可決＞

大谷委員長 以上をもちまして、本日の教育委員会会議の議事を終了いたしま

す。

これにて、教育委員会会議を閉会いたします。

８ 閉     会      午後４時３５分


